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国　税／�平成30年分所得税の確定申告
� 2月16日～3月15日

� （還付申告は申告期間前でも受け付けられます）
国　税／�贈与税の申告� 2月1日～3月15日
国　税／�1月分源泉所得税の納付� 2月12日
国　税／�12月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 2月28日
国　税／�6月決算法人の中間申告� 2月28日
国　税／�3月、6月、9月決算法人の消費税等の中間申告

（年3回の場合）� 2月28日
国　税／�決算期の定めのない人格なき社団等の法人

税の確定申告及び納付� 2月28日
地方税／�固定資産税（都市計画税）の第4期分の納付

� 市町村の条例で定める日

2 2019（平成31年）

休眠預金　2009年１月１日以降の取引から10年以上、その後の取引のない預金等のこと。
2018年１月の休眠預金等活用法施行により、休眠預金となると、所定の機関に移管され
民間公益活動に活用されます。ただし、休眠預金となっても取引のあった金融機関で必
要な手続きを行えば引き出すことは可能です。

ワン
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◆  2 月 の 税 務 と 労 務 2月 （如月）FEBRUARY

11日・建国記念の日

日 月 火 水 木 金 土

	・	

	 3	

10	

17	

24	

	・	

	 4	

11	

18	

25	

	・	

	 5	

12	

19	

26	

	・	

	 6	

13	

20	

27	

	・	

	 7	

14	

21	

28	

	1	

	8	

15	

22	

	・	

	 2	

	9	

16	

23	

	・



２月号─2

　

働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の

法
律「
働
き
方
改
革
法
」が
成
立
し
、

時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
や
勤
務
間

イ
ン
タ
ー
バ
ル
を
導
入
す
る
努
力
義

務
な
ど
が
新
設
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

労
働
時
間
等
設
定
改
善
指
針
（
以
下

「
労
働
時
間
等
見
直
し
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」）
が
改
正
さ
れ
、
平
成
三
十
一

年
四
月
一
日
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

今
回
は
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

概
要
に
つ
い
て
お
伝
え
し
ま
す
。

一
　
労
働
時
間
等
設
定
改
善
法

　

か
つ
て
は
、
労
働
時
間
の
短
縮
の

促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
と
し
て

設
け
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
平
成
十
八

年
四
月
一
日
に
「
労
働
時
間
等
の
設

定
の
改
善
に
関
す
る
特
別
措
置
法（
以

下
、
労
働
時
間
等
設
定
改
善
法
）」

と
し
て
改
正
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
法
律
は
、
労
働
時
間
等
の
現

状
及
び
動
向
に
鑑
み
、
労
働
時
間
等

見
直
し
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
す
る

と
と
も
に
、
事
業
主
等
に
よ
る
労
働

時
間
等
の
設
定
の
改
善
に
向
け
た
自

主
的
な
努
力
を
促
進
す
る
た
め
の
特

別
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
で
、
労
働

者
が
そ
の
有
す
る
能
力
を
有
効
に
発

揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
、

労
働
者
の
健
康
で
充
実
し
た
生
活
の

実
現
と
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に

資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

事
業
主
の
努
力
義
務
と
し
て
、
次

の
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

①　

雇
用
す
る
労
働
者
の
労
働
時
間

等
の
設
定
の
改
善
を
図
る
た
め
、

次
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・　

業
務
の
繁
閑
に
応
じ
た
労
働
者

の
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
の
設
定

・　

年
次
有
給
休
暇
を
取
得
し
や
す

い
環
境
の
整
備

・　

そ
の
他
の
必
要
な
措
置

②　

事
業
主
は
、
労
働
時
間
等
の
設

定
に
当
た
っ
て
は
、
心
身
の
状
況

及
び
そ
の
労
働
時
間
等
に
関
す
る

実
情
に
照
ら
し
て
、
次
の
こ
と
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・　

健
康
の
保
持
に
努
め
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
者
に
対

し
て
休
暇
の
付
与
な
ど
を
行
う
。

・　

子
の
養
育
又
は
家
族
の
介
護
を

行
う
労
働
者
、
単
身
赴
任
者
、
自

ら
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
受

け
る
労
働
者
そ
の
他
の
特
に
配
慮

を
必
要
と
す
る
労
働
者
に
つ
い

て
、
そ
の
事
情
を
考
慮
し
て
労
働

時
間
を
設
定
す
る
な
ど
の
改
善
を

す
る
。

③　

事
業
主
の
団
体
は
、
そ
の
構
成

員
で
あ
る
事
業
主
の
雇
用
す
る
労

働
者
の
労
働
時
間
等
の
設
定
の
改

善
に
関
し
、
必
要
な
助
言
、
協
力

そ
の
他
の
援
助
を
行
う
よ
う
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④　

事
業
主
は
、
他
の
事
業
主
と
の

取
引
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
他

の
事
業
主
の
講
ず
る
労
働
時
間
等

の
設
定
の
改
善
に
関
す
る
措
置
の

円
滑
な
実
施
を
阻
害
す
る
こ
と
と

な
る
取
引
条
件
を
付
け
な
い
等
取

引
上
必
要
な
配
慮
を
す
る
よ
う
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
労
働
時
間
等�

　
見
直
し
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

　

労
働
時
間
等
見
直
し
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
中
か
ら
、
現
在
の
労
働
時
間
の

状
況
、
事
業
主
が
講
ず
べ
き
事
項
と

し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い

て
触
れ
て
い
き
ま
す（
一
部
抜
粋
）。

㈠
　
動
向

　

労
働
時
間
等
に
関
す
る
現
状
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い

ま
す
。

・　

日
本
で
は
、
労
使
の
真
摯
な
取

組
に
よ
り
労
働
時
間
短
縮
は
着
実

に
進
み
、
近
年
は
過
去
に
労
働
時

間
短
縮
の
目
標
と
し
て
掲
げ
ら
れ

て
き
た
年
間
総
実
労
働
時
間
一
八

〇
〇
時
間
を
下
回
り
概
ね
一
七
〇

〇
時
間
台
前
半
で
推
移
し
て
い
る
。

・　

そ
の
内
実
を
見
る
と
、
全
労
働

者
平
均
の
労
働
時
間
が
短
縮
し
た

原
因
は
、
主
に
、
労
働
時
間
が
短

い
者
の
割
合
が
増
加
し
た
結
果
で

あ
り
、
い
わ
ゆ
る
正
社
員
等
に
つ

い
て
は
二
、
〇
〇
〇
時
間
前
後
で

推
移
し
て
お
り
、
依
然
と
し
て
労

働
時
間
は
短
縮
し
て
い
な
い
。

・　

労
働
時
間
が
長
い
者
と
短
い
者

の
割
合
が
共
に
増
加
し
、
い
わ
ゆ

る
「
労
働
時
間
分
布
の
長
短
二
極

化
」
が
進
展
し
て
い
る
。

・　

年
次
有
給
休
暇
の
取
得
率
は
五

割
を
下
回
っ
た
状
態
で
あ
る
。

・　

長
い
労
働
時
間
等
の
業
務
に
起

因
し
た
脳
・
心
臓
疾
患
に
係
る
労

災
認
定
件
数
は
高
水
準
で
推
移
し

て
い
る
。

労
働
時
間
等
見
直
し
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
正
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・　

急
速
な
少
子
高
齢
化
、
労
働
者

の
意
識
や
抱
え
る
事
情
の
多
様
化

等
が
進
ん
で
い
る
。

㈡
　
事
業
主
が
講
ず
べ
き
一
般
的
な

措
置

①　

実
施
体
制
の
整
備

　

事
業
主
が
労
働
時
間
等
の
設
定
の

改
善
を
図
る
た
め
、
労
働
者
の
始
業
・

終
業
時
刻
、年
次
有
給
休
暇
の
取
得
、

時
間
当
た
り
の
業
務
負
担
の
度
合
い

等
労
働
時
間
等
の
実
態
を
適
正
に
把

握
し
ま
す
。

　

そ
の
上
で
、
労
働
者
の
事
情
や
企

業
経
営
の
実
態
を
踏
ま
え
、
企
業
内

に
お
い
て
労
使
間
の
十
分
な
話
合
い

が
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
労
使
間
の
話
合
い
の
機
会

を
設
け
る
に
あ
た
り
、
そ
の
構
成
員

に
つ
い
て
は
、
労
働
者
の
抱
え
る
多

様
な
事
情
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
、
性

別
、
年
齢
、
家
族
構
成
等
並
び
に
育

児
・
介
護
、
自
発
的
な
職
業
能
力
開

発
等
の
経
験
及
び
知
見
に
配
慮
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

②　

年
次
有
給
休
暇
を
取
得
し
や
す

い
環
境
の
整
備

　

年
次
有
給
休
暇
は
、
周
囲
に
迷
惑

が
か
か
る
こ
と
、
後
で
多
忙
に
な
る

こ
と
、
職
場
の
雰
囲
気
が
取
得
し
づ

ら
い
こ
と
等
を
理
由
に
、
多
く
の
労

働
者
が
そ
の
取
得
に
た
め
ら
い
を
感

じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

完
全
取
得
を
目
指
し
、
経
営
者
の

主
導
の
下
で
呼
び
か
け
等
に
よ
る
取

得
し
や
す
い
雰
囲
気
づ
く
り
や
、
労

使
の
年
次
有
給
休
暇
に
対
す
る
意
識

の
改
革
を
図
り
ま
す
。

　

ま
た
、
年
次
有
給
休
暇
管
理
簿
※

を
作
成
す
る
の
み
な
ら
ず
、
年
次
有

給
休
暇
管
理
簿
の
確
認
を
行
い
、
年

次
有
給
休
暇
の
取
得
状
況
を
労
働
者

及
び
当
該
労
働
者
の
業
務
の
遂
行
を

指
揮
命
令
す
る
職
務
上
の
地
位
に
あ

る
者
に
周
知
し
ま
す
。

※　

年
次
有
給
休
暇
管
理
簿
は
、
労

働
基
準
法
の
改
正
に
よ
り
平
成
三

十
一
年
四
月
か
ら
作
成
お
よ
び
三

年
間
の
保
存
義
務
が
設
け
ら
れ
ま

し
た
。
年
次
有
給
休
暇
を
付
与
す

る
基
準
日
、
付
与
日
数
、
取
得
時

季
、
取
得
日
数
を
記
録
し
ま
す
。

　

取
得
促
進
に
向
け
、
管
理
簿
の
作

成
の
他
、
次
の
よ
う
な
こ
と
も
検
討
・

実
行
し
て
い
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

・　

計
画
的
な
取
得
の
取
組
み

・　

連
続
取
得
の
制
度
導
入
（
プ
ラ

ス
ワ
ン
休
暇
と
し
て
、
週
休
日
等

に
年
次
有
給
休
暇
を
組
み
合
わ
せ

る
こ
と
等
）

・　

時
間
単
位
付
与
制
度
等
の
検
討

・　

付
与
の
早
期
化
（
雇
入
れ
後
初

め
て
年
次
有
給
休
暇
を
与
え
る
ま

で
の
継
続
勤
務
期
間
を
短
縮
す
る

こ
と
、
最
大
付
与
日
数
に
達
す
る

ま
で
の
継
続
勤
続
期
間
を
短
縮
す

る
こ
と
等
）

・　

子
供
の
学
校
休
業
日
に
合
わ
せ

た
年
次
有
給
休
暇
取
得
へ
の
配
慮　

な
ど

③　

時
間
外
・
休
日
労
働
の
削
減

　

時
間
外
・
休
日
労
働
は
、
通
常
予

見
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
業
務
量
の

大
幅
な
増
加
等
に
伴
い
臨
時
的
に
行

う
も
の
で
す
。

　

労
働
者
の
健
康
で
充
実
し
た
生
活

の
た
め
、
労
働
時
間
に
関
す
る
意
識

の
改
革
、「
ノ
ー
残
業
デ
ー
」、「
ノ
ー

残
業
ウ
ィ
ー
ク
」
の
導
入
・
拡
充
等

に
よ
り
、
時
間
外
・
休
日
労
働
の
削

減
を
図
り
ま
す
。

　

特
に
休
日
労
働
を
避
け
、時
間
外
・

休
日
労
働
を
望
ま
な
い
場
合
は
、
時

間
外
・
休
日
労
働
の
削
減
に
つ
い
て

一
層
の
配
慮
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

④　

テ
レ
ワ
ー
ク
の
活
用

　

多
様
な
働
き
方
の
選
択
肢
を
拡
大

す
る
た
め
、
労
働
時
間
等
が
限
定
さ

れ
た
多
様
な
正
社
員
と
し
て
勤
務
す

る
制
度
や
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の

導
入
に
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

そ
の
活
用
に
当
た
っ
て
は
、
人
事

労
務
管
理
、
経
営
状
況
等
の
事
情
も

踏
ま
え
、当
該
制
度
の
導
入
の
可
否
、

制
度
の
内
容
及
び
処
遇
に
つ
い
て
は
、

各
企
業
や
事
業
場
に
お
い
て
労
使
で

十
分
に
話
し
合
う
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

テ
レ
ワ
ー
ク
導
入
の
際
は
、「
情
報

通
信
機
器
を
活
用
し
た
在
宅
勤
務
の

適
切
な
導
入
及
び
実
施
の
た
め
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
（
厚
生
労
働
省
）」
に

基
づ
き
、
適
切
な
労
務
管
理
の
下
で

の
テ
レ
ワ
ー
ク
の
実
現
を
図
っ
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

⑤　

終
業
及
び
始
業
の
時
刻
に
関
す

る
措
置

　

終
業
及
び
始
業
の
時
刻
に
つ
い
て

は
、
次
の
よ
う
な
措
置
の
導
入
を
検

討
し
て
い
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

・　

深
夜
業
の
回
数
制
限

・　

勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
（
前
日

の
終
業
時
刻
と
翌
日
の
始
業
時
刻

の
間
に
一
定
時
間
の
休
息
を
確
保

す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
）

・　

一
定
の
時
刻
以
降
に
働
く
こ
と

を
禁
止
し
、
や
む
を
得
な
い
場
合

は
始
業
前
の
朝
の
時
間
帯
に
業
務

を
処
理
す
る
等
の
朝
型
の
働
き
方

の
検
討　

な
ど
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　「報酬」及び「賞与」の区分は、保険料額
及び年金額の計算の基礎となることから、
正しく判別のうえ届出を行う必要がありま
す。
　厚生労働省より通知が発出され、平成
31年１月４日以降は、「通常の報酬」、「賞
与に係る報酬」及び「賞与」の区分について、
諸規定又は賃金台帳等から、二以上の異な
る性質を有する手当等であることが明らか
な場合には、同一の性質を有すると認めら
れるもの毎に判別すること等の取扱いが明
確化されました。

例）業績に応じて支給される手当として、
給与規程上では、次のＡ１とＡ２がある。
・手当Ａ１…毎月定額により支給される。
・手当Ａ２…半年ごとに支給される。

　手当Ａ１とＡ２を支払う際には「手当Ａ」
として支払い、賃金台帳上には「手当Ａ」と
してまとめて記載されている場合であって
も、「手当Ａ１」と「手当Ａ２」は客観的に区
分できるものとして、「手当Ａ１」を「通常
の報酬」、年間の支給回数が３回以下であ
る「手当Ａ２」を「賞与」として取り扱いま
す（手当Ａ２は賞与支払届を提出）。
　なお、名称は「賞与」であっても、次の
①又は②に該当するものは、７月１日前の
１年間に受けた当該賞与の額を12で除し、
その額を標準報酬月額の定時決定又は７
月、８月若しくは９月の随時改定の際に報
酬月額に算入して届出を行います。
①　賞与の支給が、給与規定、賃金協約等
の諸規定によって年間を通じ４回以上の
支給につき客観的に定められていると
き。
②　賞与の支給が７月１日前の１年間を通
じ４回以上行われているとき。
　社会保険上の報酬・賞与の取り扱いは、
年金事務所が問い合わせ窓口となります。

報酬・賞与の区分の明確化
（健康保険、厚生年金保険）

　平成31年４月１日から改正労働基準法が
施行され、時間外労働時間や休日労働時間
の規制が強化されるとともに、36協定（時
間外労働協定）の内容や届出様式も変更さ
れます。
　厚生労働省が、事業者の労務管理等のた
めに設けたサイト（「スタートアップ労働条
件」で検索）において、36協定の作成支援
ツールが公開されています。
　入力フォームから必要項目を入力・印刷
することで、労働基準監督署に届出が可能
な書面を作成し、PDF形式で出力すること
ができます。会員登録をして利用・登録せ
ずに利用のいずれかを選ぶことができ、登
録ユーザーは、36協定届の入力データを
保存し、過去に登録したデータを呼び出し
て書き換えることができます。
　同サイトにて、36協定のほか、１年単位
の変形労働時間制に関する労使協定や年間
カレンダーなどを出力することもできます。

36協定作成支援ツール
（労働基準法）　
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